
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
同
時
調
整
計
算
、
数
値
図
化
、
修
正
数
値
図
化
）

二
　
測
量
の
地
域
　
富
士
川
直
轄
管
理
区
間
（
笛
吹
川
、
重
川
及
び
日
川
を
除
く
。）

三
　
測
量
の
期
間
　
平
成
二
十
八
年
八
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
山
梨
県
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二
　
測
量
の
地
域
　
甲
府
市
の
一
部

三
　
測
量
の
期
間
　
平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

目
　
　
　
次

公
　
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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○
公
共
測
量
の
実
施
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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公
　
　
　
告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
八
年
八
月
十
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
ワ
ー
カ
ー
ズ
・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
蒲
公
英

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
明
石
泰
子

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
北
杜
市
長
坂
町
大
八
田
字
道
添
三
千
九
百
十
三
番

●
４
●
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
●
こ
の
法
人
は
、
北
杜
市
及
び
近
隣
の
人
々
に
対
し
、
安
心
で
素
材

に
こ
だ
わ
っ
た
手
作
り
の
食
事
を
提
供
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
フ
ェ
を
運
営
す
る
と
と
も
に
、
高

齢
者
や
子
育
て
世
代
へ
の
支
援
を
通
じ
て
、
地
域
を
結
び
、
助
け
合
い
の
輪
を
広
げ
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
八
年
八
月
十
五
日
か
ら
同
年
十
月
十
四
日
ま
で

公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
甲
府
河
川
国
道
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
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十
八
年
八
月
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二
日
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回
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行
月
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曜
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定
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年
　
一
七
、二
八
〇
円
（
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を
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む
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月　曜　日
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成
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